
 

2026年 3月 27日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 3号機 

件名 屋外タービン建屋付近におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2026年 3月 26日午後 0時 25分頃、3号機屋外タービン建屋付近において、配管洗浄作業

の現場管理をしていた協力企業作業員が、段差を降りる際、左足を捻り負傷しました。 

そのため、午後 1時 53分に業務車にて医療機関へ搬送しました。 

 なお、本人に出血はなく、自立歩行は可能です。 

                    

 

 

           

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

医療機関での診察の結果、「左足第５中足骨基部骨折」と診断されました。 

今回の実例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めて

まいります。 
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